
国民・患者視点に立ったPHRの検討における留意事項
～PHRにおける健診（検診）情報等の取扱いについて～

• PHRについては、国民・患者の保健医療情報を本人自身が活用して予防・健康づくり等に活用するとともに、それを本人同意の下に医療・介護現場で役立てることを目指す。
• 個人の保健医療情報をサマリー化・ヒストリー化など個人が理解しやすい形で提供することで、自らの健康管理・予防行動につなげられるようにするとともに、本人の希望によって医師等
に提供し、診療等にも活用できるようにすることで、より質の高い医療・介護の提供が可能となる。

• また、国や自治体等による公衆衛生施策や保健事業、医療的ケアが必要な障害児者を含む者への災害等の緊急時での利用や保健医療分野の研究への二次利用など、年齢や性
別、障害の有無等にかかわらず誰もがより良い保健医療を享受するための活用を目指す。

本留意事項の位置づけ

PHRにおける健診情報等の取扱いに関する留意事項
（１）基本的な考え方（１）基本的な考え方 （３）情報提供等の在り方（３）情報提供等の在り方
•今後の保健医療分野の取組を進める上での
基盤として、PHRの整備が必要。

• PHRは、「国民・患者視点に立ったPHRの意
義」の①～④のような利用目的が存在してい
るが、まずは、「①個人の日常生活習慣の改
善等の健康的な行動の醸成」のための利用を
想定して健診情報等を活用できるよう整備。

• また、保健医療情報を全国の医療機関等で
確認できる仕組み等の議論と一体的に、②
～④のための活用も検討。

（２）PHRとして提供する健診情報等（２）PHRとして提供する健診情報等
•精度や解釈について安定性があり、エビデンスが確
立され、診療ガイドライン等で整理されているものや、
既に一般的に個人に提供され理解が進んで
いる法定の健診等の情報からPHRとして提供。

•画像データ等については、保健医療情報を全
国の医療機関等で確認できる仕組みや介護
情報の収集や閲覧のための仕組み等と一体
的に検討し、国民・患者が円滑にアクセスでき
るように検討。

•情報セキュリティに関する啓発等を推進し、安心して
PHRを利用できるようにすることが必要。

•情報の提供や閲覧、保存方法等について、国・自治体・公的機関や医療機関・介護施設・薬局、民間事業者、個人の役割分
担を含めて整理。国民誰もが自らのPHRにおける情報を活用できるように、基盤となるインフラは、国・自治体・公的機関が整備

ア 円滑な提供・閲覧等
(ｱ) 情報の電子化・標準化
•効率的な運用や情報連携を行うため、国において情報の電子化やデータ形式の標準化、APIの公開等を進めることが必要。
(ｲ) 情報閲覧時の一覧性等の確保
•過去の情報も含めてサマリー化・ヒストリー化など理解しやすい形で閲覧できる環境等を整備。
(ｳ) 既存インフラを活用した本人への情報提供
•各制度趣旨や費用対便益等を踏まえ、まずはマイナポータルの活用可能性を検討するとともに、API連携等の環境も整備。
イ 適切な管理
(ｱ) PHRの利用目的を踏まえたデータの保存期間
•保健医療情報に関するシステムを効率的に活用して、国民が必要とする生涯の保健医療情報をPHRで閲覧できる環境を整備。
(ｲ) 保健医療情報を適切に取り扱うための仕組みの整備
• PHRとして各健診情報等を活用する際には、適切な本人同意やセキュリティの確保等の環境整備が必要。
•継続的な個人のヘルスリテラシーの向上や、未然に個人の不利益を防止する仕組みを検討。

• 保健医療情報をPHRとして活用することで、予防医学や診療等において重要な本人の行動変容等の自己管理、医療従事者等によ
る介入、研究等に必要な環境の整備を目指す。

• PHRの利用目的としては、①個人の日常生活習慣の改善等の健康的な行動の醸成、②効果的・効率的な医療等の提供、③公衆
衛生施策や保健事業の実効性向上、災害等の緊急時の利用、④保健医療分野の研究が想定される。

国民・患者視点に立ったPHRの意義

本留意事項はPHR全体において、まずは健診
情報等の取扱いについて必要な検討を行う上で
踏まえるべき留意事項を整理するものである。

策定の趣旨

(別紙)

～民間事業者におけるPHRの利活用及び遵守すべきルールに関する留意事項～
１ 情報の相互運用性
• 情報の継続性等の観点から、民間PHR事業者間の情報の相互運用性を確保。
２ 民間PHRサービス提供における個人情報の適切な管理
• 民間PHR事業者間における保健医療情報の適切な取扱いや必要なセキュリティ水準等の一定のルールを検討。
３ 幅広い民間PHRサービスの活性化
• 一部の民間PHR事業者によるデータの囲い込み等を回避し、民間PHR事業者の育成や参入を促進する方策等を検討。


